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議案第７号

　　　平成２５年度倉吉市一般会計予算

　平成２５年度倉吉市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６，５５７，３６０千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」

　による。

　（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６，６００，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　(1)　各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

   　項の間の流用

　(2)　前号に定めた経費を除く他の経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

市 税1 5,524,883.

市 民 税1 2,254,400.

固 定 資 産 税2 2,742,173.

軽 自 動 車 税3 132,400.

た ば こ 税4 390,000.

入 湯 税5 1,910.

都 市 計 画 税6 4,000.

地 方 譲 与 税2 217,270.

地 方 揮 発 油 譲 与 税1 65,263.

自 動 車 重 量 譲 与 税2 152,007.

利 子 割 交 付 金3 13,369.

利 子 割 交 付 金1 13,369.

配 当 割 交 付 金4 7,211.

配 当 割 交 付 金1 7,211.

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金5 1,664.

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金1 1,664.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　入( )

地 方 消 費 税 交 付 金6 533,112.

地 方 消 費 税 交 付 金1 533,112.

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金7 6,834.

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金1 6,834.

自 動 車 取 得 税 交 付 金8 52,194.

自 動 車 取 得 税 交 付 金1 52,194.

地 方 特 例 交 付 金9 14,429.

地 方 特 例 交 付 金1 14,429.

地 方 交 付 税10 7,700,000.

地 方 交 付 税1 7,700,000.

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金11 8,000.

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金1 8,000.

分 担 金 及 び 負 担 金12 324,785.

分 担 金1 20,632.

負 担 金2 304,153.

使 用 料 及 び 手 数 料13 266,013.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳  入( )

使 用 料1 151,889.

手 数 料2 114,124.

国 庫 支 出 金14 3,700,015.

国 庫 負 担 金1 2,650,339.

国 庫 補 助 金2 1,039,478.

委 託 金3 10,198.

県 支 出 金15 2,042,778.

県 負 担 金1 997,262.

県 補 助 金2 1,008,382.

委 託 金3 37,134.

財 産 収 入16 121,136.

財 産 運 用 収 入1 18,252.

財 産 売 払 収 入2 102,884.

寄 附 金17 10,113.

寄 附 金1 10,113.

繰 入 金18 1,107,609.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳  入( )

基 金 繰 入 金1 1,106,619.

財 産 区 繰 入 金2 990.

繰 越 金19 150,000.

繰 越 金1 150,000.

諸 収 入20 2,547,208.

延 滞 金 及 び 過 料1 12,290.

預 金 利 子2 2,600.

貸 付 金 元 利 収 入3 1,779,058.

受 託 収 入4 353,582.

雑 入5 399,678.

市 債21 2,208,737.

市 債1 2,208,737.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 26,557,360
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

議 会 費1 229,507.

議 会 費1 229,507.

総 務 費2 2,944,751.

総 務 管 理 費1 2,509,089.

徴 税 費2 220,212.

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費3 89,922.

選 挙 費4 92,093.

統 計 調 査 費5 12,021.

監 査 委 員 費6 21,414.

民 生 費3 9,172,122.

社 会 福 祉 費1 4,379,022.

児 童 福 祉 費2 3,446,246.

生 活 保 護 費3 1,346,854.

衛 生 費4 1,571,996.

保 健 衛 生 費1 566,942.

清 掃 費2 883,095.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳  出( )

水 道 費3 121,959.

労 働 費5 47,238.

労 働 諸 費1 47,238.

農 林 水 産 業 費6 1,111,160.

農 業 費1 926,021.

林 業 費2 182,681.

水 産 業 費3 2,458.

商 工 費7 2,830,782.

商 工 費1 2,830,782.

土 木 費8 2,045,891.

土 木 管 理 費1 153,876.

道 路 橋 梁 費2 504,734.

河 川 費3 19,490.

都 市 計 画 費4 1,250,018.

住 宅 費5 117,773.

消 防 費9 1,211,470.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳  出( )

消 防 費1 1,211,470.

教 育 費10 2,494,115.

教 育 総 務 費1 206,524.

小 学 校 費2 800,814.

中 学 校 費3 253,718.

社 会 教 育 費4 584,633.

保 健 体 育 費5 648,426.

災 害 復 旧 費11 32,500.

農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費1 18,000.

公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費2 14,500.

公 債 費12 2,855,728.

公 債 費1 2,855,728.

諸 支 出 金13 100.

災 害 援 護 費1 100.

予 備 費14 10,000.

予 備 費1 10,000.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 26,557,360
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 事　　　　　項  期　　　間  限　　　　　　　　度　　　　　　　　額 

庁 舎 LED 照 明 器 具 借 上 料 平成26年度から平成30年度まで    　　 ５，３００千円　　　　　　　　　　　　 

基 幹 業 務 シ ス テ ム 再 構 築 費 平成26年度から平成31年度まで    　　２８０，９１７千円　　　　　　　　　　　　 

庁 内 LAN パ ソ コ ン 賃 借 料 平成26年度から平成30年度まで    　　 １６，０１３千円　　　　　　　　　　　　 

訴 訟 事 務 委 託 料 平成25年度から訴訟が終了する年度 弁護士等が別に定める訴訟に要する費用の額

戸 籍 コ ン ピ ュ ー タ ー シ ス テ ム 機 器 賃 借 料 平成26年度から平成30年度まで    　　２３，３３４千円　　　　　　　　　　　　 

ポ ス タ ー 掲 示 場 設 置 管 理 撤 去 業 務 平成25年度から平成26年度まで    　　 ４，３３０千円　　　　　　　　　　　　 

排 水 設 備 改 造 資 金 融 資 の 損 失 補 償 平成25年度から平成30年度まで 貸付金の償還期日到来後３ケ月経過した日における元利金の残高

飲 用 井 戸 等 整 備 資 金 融 資 の 損 失 補 償 平成25年度から平成30年度まで 貸付金の償還期日到来後３ケ月経過した日における元利金の残高

農業経営基盤強化資金利子補助金（25年度借入） 平成26年度から平成49年度まで     　１，６９２千円　　　　　　　　　　　　 

西 倉 吉 工 業 団 地 貸 工 場 整 備 事 業 平 成 26 年 度    ６８，６９５千円　　　　　　　　　　　　 

中 小 企 業 小 口 融 資 の 損 失 補 償
平 成 25 年 度 か ら
損失補償算定基準日の翌年度まで

損失補償算定基準日における代位弁済求償権の残額の１０％の額

倉 吉 春 ま つ り 運 営 委 託 料 平成25年度から平成26年度まで    　　 ５,３５０千円　　　　　　　　　　　　 

構 造 計 算 適 合 性 判 定 手 数 料 平 成 26 年 度     　６００千円　　　　　　　　　　　　 

奨 学 資 金 貸 与 金 平成26年度から平成28年度まで    ７，２００千円　　　　　　　　　　　　 

学 校 給 食 セ ン タ ー 整 備 事 業 費 平成25年度から平成26年度まで ４６，４２４千円　　　　　 　　　　　　　

電子複写機・印刷機賃借料及び自動車借上料
平成26年度から契約が満了する日
の 属 す る 年 度 ま で

当該事項ごとに平成25年度の当初予算額として議決を得た額の
１ヶ月あたりの額に平成26年度以降の契約月数を乗じた額

第２表　　債務負担行為
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千円 

第３表　　地　　方　　債

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利　　率 償　　　還　　　の　　　方　　　法 

  年10.0%以内（ただし、利率見直し   20年以内（内据置 3年以内）　その他は、借入先

一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 費 205,800 証書借入又は 方式で借り入れる資金について、利 の融資条件による。ただし、市財政の都合により据

証券発行 率の見直しを行った後においては、 置期間及び償還期限を短縮し、もしくは、繰上償還

当該見直し後の利率） 又は、低利に借換えることができる。

土 地 改 良 事 業 費 16,300 　 同　　上 同 上   15年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上

林 道 整 備 事 業 費 6,700 　 同　　上 同 上   15年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上

市 行 造 林 事 業 費 4,600 　 同　　上 同 上   40年以内（内据置25年以内）　以　下　同　上

地域総合整備資金貸付事業費 123,000 　 同　　上 同 上   15年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

地 方 道 路 等 整 備 事 業 費 25,200 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

地域再生基盤強化交付金事業費 19,000 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

地域活力基盤創造交付金事業費 103,400 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

自 然 災 害 防 止 事 業 費 6,200 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上

公 園 整 備 事 業 費 600 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上

街 な み 環 境 整 備 事 業 費 3,700 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

公 営 住 宅 建 設 事 業 費 20,800 　 同　　上 同 上   25年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

消 防 施 設 整 備 事 業 費 80,900 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上

学 校 施 設 整 備 事 業 費 39,900 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上

農林水産業施設補助災害復旧費 3,700 　 同　　上 同 上   10年以内（内据置 2年以内）　以　下　同　上

公共土木施設補助災害復旧費 3,800 　 同　　上 同 上   10年以内（内据置 2年以内）　以　下　同　上

合 併 特 例 事 業 費 275,000 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 費 318,700 　 同　　上 同 上   10年以内（内据置 2年以内）　以　下　同　上

臨 時 財 政 対 策 費 951,437 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上
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議案第８号

   　 平成２５年度倉吉市国民健康保険事業特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，８１２，２６１千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　(1)　各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

国 民 健 康 保 険 料1 1,150,844.

国 民 健 康 保 険 料1 1,150,844.

国 民 健 康 保 険 税2 55.

国 民 健 康 保 険 税1 55.

使 用 料 及 び 手 数 料3 491.

手 数 料1 491.

国 庫 支 出 金4 1,412,402.

国 庫 負 担 金1 960,269.

国 庫 補 助 金2 452,133.

療 養 給 付 費 交 付 金5 462,421.

療 養 給 付 費 交 付 金1 462,421.

県 支 出 金6 305,966.

県 負 担 金1 36,022.

県 補 助 金2 269,944.

前 期 高 齢 者 交 付 金7 1,323,732.

前 期 高 齢 者 交 付 金1 1,323,732.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　入( )

共 同 事 業 交 付 金8 710,929.

共 同 事 業 交 付 金1 710,929.

財 産 収 入9 203.

財 産 運 用 収 入1 203.

繰 入 金10 426,849.

他 会 計 繰 入 金1 361,646.

基 金 繰 入 金2 65,203.

繰 越 金11 2,500.

繰 越 金1 2,500.

諸 収 入12 15,869.

延 滞 金 及 び 過 料1 4,011.

貸 付 金 元 利 収 入2 6,336.

雑 入3 5,522.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 5,812,261
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 96,992.

総 務 管 理 費1 49,274.

徴 収 費2 47,603.

運 営 協 議 会 費3 115.

保 険 給 付 費2 3,911,144.

療 養 諸 費1 3,417,587.

高 額 療 養 費2 466,177.

移 送 費3 20.

出 産 育 児 諸 費4 25,200.

葬 祭 諸 費5 2,160.

老 人 保 健 拠 出 金3 482.

老 人 保 健 拠 出 金1 482.

介 護 納 付 金4 324,939.

介 護 納 付 金1 324,939.

後 期 高 齢 者 支 援 金 等5 698,055.

後 期 高 齢 者 支 援 金 等1 698,055.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

前 期 高 齢 者 納 付 金 等6 398.

前 期 高 齢 者 納 付 金 等1 398.

共 同 事 業 拠 出 金7 710,934.

共 同 事 業 拠 出 金1 710,934.

保 健 事 業 費8 35,985.

保 健 事 業 費1 35,985.

基 金 積 立 金9 203.

基 金 積 立 金1 203.

諸 支 出 金10 2,686.

還 付 金1 2,686.

予 備 費11 30,443.

予 備 費1 30,443.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 5,812,261

15

15



期 間 限 度 額

平成26年度から契約が満了する日の
属 す る 年 度 ま で

当該事項ごとに平成25年度の当初予算額として議決を
得た額の１ヶ月あたりの額に平成26年度以降の契約月
数を乗じた額

第２表　　債務負担行為

事 項

電 子 複 写 機 ・ 印 刷 機 賃 借 料 及 び 自 動 車 借 上 料

16

16



議案第９号

   　 平成２５年度倉吉市介護保険事業特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，９９６，６０９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　(1)　各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎

17

17



(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

保 険 料1 902,486.

介 護 保 険 料1 902,486.

使 用 料 及 び 手 数 料2 7,120.

手 数 料1 7,120.

国 庫 支 出 金3 1,267,222.

国 庫 負 担 金1 868,357.

国 庫 補 助 金2 398,865.

支 払 基 金 交 付 金4 1,404,458.

支 払 基 金 交 付 金1 1,404,458.

県 支 出 金5 714,313.

県 負 担 金1 695,847.

県 補 助 金2 18,466.

財 産 収 入6 62.

財 産 運 用 収 入1 62.

繰 入 金7 677,608.

一 般 会 計 繰 入 金1 667,713.

18
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳  入( )

基 金 繰 入 金2 9,895.

繰 越 金8 23,228.

繰 越 金1 23,228.

諸 収 入9 112.

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 11.

雑 入2 101.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 4,996,609

19

19



(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 47,781.

総 務 管 理 費1 8,226.

徴 収 費2 2,676.

介 護 認 定 審 査 会 費3 36,775.

い き い き 長 寿 社 会 推 進 協 議 会 費4 104.

保 険 給 付 費2 4,812,931.

介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費1 4,174,932.

介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費2 380,486.

そ の 他 諸 費3 6,712.

高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費4 77,618.

特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費5 173,183.

地 域 支 援 事 業 費3 111,607.

介 護 予 防 事 業 費1 30,512.

包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費2 81,095.

基 金 積 立 金4 62.

基 金 積 立 金1 62.

20
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

諸 支 出 金5 23,228.

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金1 23,228.

予 備 費6 1,000.

予 備 費1 1,000.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 4,996,609

21

21



 



議案第１０号

 　　 平成２５年度倉吉市後期高齢者医療事業特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５３６，２８１千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎

22

22



(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 384,457.

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 384,457.

使 用 料 及 び 手 数 料2 77.

手 数 料1 77.

繰 入 金3 143,816.

一 般 会 計 繰 入 金1 143,816.

諸 収 入4 5,431.

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 11.

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金2 610.

受 託 事 業 収 入3 4,809.

雑 入4 1.

繰 越 金5 2,500.

繰 越 金1 2,500.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 536,281
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 6,901.

総 務 管 理 費1 5,320.

徴 収 費2 1,581.

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金2 520,302.

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金1 520,302.

保 健 事 業 費3 5,965.

特 定 健 康 診 査 等 事 業 費1 5,965.

諸 支 出 金4 610.

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金1 610.

予 備 費5 2,503.

予 備 費1 2,503.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 536,281

24

24



 



議案第１１号

 　　 平成２５年度倉吉市簡易水道事業特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１４，０６６千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」

　による。

　（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　(1)　各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎

25
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

事 業 収 入1 87,367.

事 業 収 入1 87,367.

財 産 収 入2 9.

財 産 運 用 収 入1 9.

繰 入 金3 79,288.

他 会 計 繰 入 金1 79,288.

諸 収 入4 5,102.

受 託 事 業 収 入1 5,101.

雑 入2 1.

市 債5 42,300.

市 債1 42,300.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 214,066

26
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

維 持 管 理 費1 79,344.

衛 生 管 理 費1 8,119.

施 設 管 理 費2 71,225.

改 良 事 業 費2 46,030.

改 良 事 業 費1 46,030.

公 債 費3 87,692.

公 債 費1 87,692.

予 備 費4 1,000.

予 備 費1 1,000.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 214,066

27
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期 間 限 度 額

平成26年度から契約が満了する日の
属 す る 年 度 ま で

当該事項ごとに平成25年度の当初予算額として議決を
得た額の１ヶ月あたりの額に平成26年度以降の契約月
数を乗じた額

第２表　　債務負担行為

事 項

電 子 複 写 機 ・ 印 刷 機 賃 借 料 及 び 自 動 車 借 上 料

28

28



第３表　　地　　方　　債

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利　　率 償　　　還　　　の　　　方　　　法 

 千円  年10.0%以内（ただし、利率見直し   30年以内（内据置 5年以内）　その他は、借入先

簡 易 水 道 事 業 費 42,300 証書借入又は 方式で借り入れる資金について、利 の融資条件による。ただし、市財政の都合により据

 証券発行 率の見直しを行った後においては、 置期間及び償還期限を短縮し、もしくは、繰上償還

当該見直し後の利率） 又は、低利に借換えることができる。

29

29



 



議案第１２号

 　　 平成２５年度倉吉市温泉配湯事業特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の温泉配湯事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，６３４千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎

30
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

事 業 収 入1 9,620.

事 業 収 入1 9,620.

財 産 収 入2 11.

財 産 運 用 収 入1 11.

繰 入 金3 1.

基 金 繰 入 金1 1.

繰 越 金4 1.

繰 越 金1 1.

諸 収 入5 1.

雑 入1 1.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 9,634

31
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

維 持 管 理 費1 9,568.

施 設 管 理 費1 9,568.

予 備 費2 66.

予 備 費1 66.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 9,634

32

32



 



議案第１３号

　 　 平成２５年度倉吉市住宅資金貸付事業特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の住宅資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５５，９５６千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎

33
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

県 支 出 金1 605.

県 補 助 金1 605.

繰 越 金2 29,778.

繰 越 金1 29,778.

諸 収 入3 25,573.

貸 付 金 元 利 収 入1 25,573.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 55,956

34
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

住 宅 資 金 貸 付 事 業 費1 1,717.

住 宅 資 金 貸 付 事 業 費1 1,717.

公 債 費2 29,309.

公 債 費1 29,309.

予 備 費3 24,930.

予 備 費1 24,930.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 55,956

35
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期 間 限 度 額

平成26年度から契約が満了する日の
属 す る 年 度 ま で

当該事項ごとに平成25年度の当初予算額として議決を
得た額の１ヶ月あたりの額に平成26年度以降の契約月
数を乗じた額

第２表　　債務負担行為

事 項

電 子 複 写 機 ・ 印 刷 機 賃 借 料 及 び 自 動 車 借 上 料

36
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議案第１４号

 　　 平成２５年度倉吉市高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎

37
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

繰 入 金1 188.

他 会 計 繰 入 金1 188.

諸 収 入2 131.

貸 付 金 元 利 収 入1 129.

雑 入2 2.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 319

38
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費1 4.

高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費1 4.

公 債 費2 315.

公 債 費1 315.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 319

39
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議案第１５号

　　　平成２５年度倉吉市土地取得事業特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３６，０００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

財 産 収 入1 16,000.

財 産 売 払 収 入1 16,000.

繰 入 金2 20,000.

基 金 繰 入 金1 20,000.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 36,000

41
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

土 地 取 得 事 業 費1 20,000.

土 地 取 得 事 業 費1 20,000.

諸 支 出 金2 16,000.

繰 出 金1 16,000.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 36,000

42
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議案第１６号

　　　平成２５年度倉吉市下水道事業特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，９４９，２８３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」

　による。

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

分 担 金 及 び 負 担 金1 27,966.

負 担 金1 27,966.

使 用 料 及 び 手 数 料2 852,445.

使 用 料1 852,437.

手 数 料2 8.

国 庫 支 出 金3 70,500.

国 庫 補 助 金1 70,500.

繰 入 金4 1,086,370.

他 会 計 繰 入 金1 1,086,370.

諸 収 入5 56,002.

延 滞 金 及 び 過 料1 1.

貸 付 金 元 利 収 入2 55,000.

受 託 事 業 収 入3 1,000.

雑 入4 1.

市 債6 856,000.

市 債1 856,000.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 2,949,283
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

下 水 道 費1 977,862.

下 水 道 費1 977,862.

公 債 費2 1,970,421.

公 債 費1 1,970,421.

予 備 費3 1,000.

予 備 費1 1,000.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 2,949,283

45

45



期 間 限 度 額

平成25年度から平成30年度まで
貸 付 金 の 償 還 期 限 到 来 後 ３ か 月
経 過 し た 日 に お け る 元 利 金 の 残 高

第３表　　地　　方　　債

起 債 の 目 的 限度額 利　　率 償　　　還　　　の　　　方　　　法 

 千円  年10.0%以内（ただし、利率見直し   30年以内（内据置 5年以内）　その他は、借入先

下 水 道 建 設 事 業 費 856,000 方式で借り入れる資金について、利 の融資条件による。ただし、市財政の都合により据

 率の見直しを行った後においては、 置期間及び償還期限を短縮し、もしくは、繰上償還

当該見直し後の利率） 又は、低利に借換えることができる。

第２表　　債務負担行為

事 項

水 洗 便 所 改 造 資 金 融 資 の 損 失 補 償

起債の方法

証書借入又は

証券発行
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議案第１７号

　　　平成２５年度倉吉市駐車場事業特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６，８４０千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

使 用 料 及 び 手 数 料1 6,355.

使 用 料1 6,354.

手 数 料2 1.

繰 入 金2 10,483.

他 会 計 繰 入 金1 10,483.

繰 越 金3 1.

繰 越 金1 1.

諸 収 入4 1.

雑 入1 1.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 16,840
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

駐 車 場 費1 2,819.

駐 車 場 費1 2,819.

公 債 費2 13,821.

公 債 費1 13,821.

予 備 費3 200.

予 備 費1 200.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 16,840
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議案第１８号

　　　平成２５年度倉吉市集落排水事業特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５９６，９８６千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」

　による。

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

分 担 金 及 び 負 担 金1 18.

分 担 金1 18.

使 用 料 及 び 手 数 料2 96,621.

使 用 料1 96,621.

繰 入 金3 313,945.

他 会 計 繰 入 金1 313,945.

諸 収 入4 20,002.

貸 付 金 元 利 収 入1 19,000.

受 託 事 業 収 入2 1,000.

延 滞 金 及 び 過 料3 1.

雑 入4 1.

市 債5 166,400.

市 債1 166,400.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 596,986
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

集 落 排 水 費1 131,507.

集 落 排 水 費1 131,507.

公 債 費2 465,479.

公 債 費1 465,479.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 596,986
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期 間 限 度 額

平成25年度から平成30年度まで
貸 付 金 の 償 還 期 限 到 来 後 ３ か 月
経 過 し た 日 に お け る 元 利 金 の 残 高

第３表　　地　　方　　債

起 債 の 目 的 限度額 利　　率 償　　　還　　　の　　　方　　　法 

 千円  年10.0%以内（ただし、利率見直し   30年以内（内据置 5年以内）　その他は、借入先

農 業 集 落 排 水 建 設 事 業 費 166,400 方式で借り入れる資金について、利 の融資条件による。ただし、市財政の都合により据

 率の見直しを行った後においては、 置期間及び償還期限を短縮し、もしくは、繰上償還

当該見直し後の利率） 又は、低利に借換えることができる。

第２表　　債務負担行為

事 項

水 洗 便 所 改 造 資 金 融 資 の 損 失 補 償

証券発行

起債の方法

証書借入又は
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議案第１９号

　　　平成２５年度倉吉市国民宿舎事業特別会計予算　

　平成２５年度倉吉市の国民宿舎事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７５，７０１千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

事 業 収 入1 20,000.

事 業 収 入1 20,000.

繰 入 金2 55,694.

他 会 計 繰 入 金1 55,694.

諸 収 入3 7.

雑 入1 7.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 75,701

55

55



(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

維 持 管 理 費1 12,368.

施 設 管 理 費1 12,368.

公 債 費2 63,333.

公 債 費1 63,333.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 75,701
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議案第２０号

　 　 平成２５年度倉吉市高城財産区特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の高城財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４４，５８３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

分 担 金 及 び 負 担 金1 14,300.

負 担 金1 14,300.

財 産 収 入2 28,724.

財 産 運 用 収 入1 17.

財 産 売 払 収 入2 28,707.

繰 入 金3 1,558.

基 金 繰 入 金1 1,558.

繰 越 金4 1.

繰 越 金1 1.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 44,583
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 44,582.

総 務 管 理 費1 44,582.

予 備 費2 1.

予 備 費1 1.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 44,583
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議案第２１号

　 　 平成２５年度倉吉市小鴨財産区特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の小鴨財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，５２２千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

分 担 金 及 び 負 担 金1 2,525.

負 担 金1 2,525.

繰 越 金2 996.

繰 越 金1 996.

諸 収 入3 1.

雑 入1 1.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 3,522
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 2,547.

総 務 管 理 費1 2,547.

予 備 費2 975.

予 備 費1 975.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 3,522
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議案第２２号

　 　 平成２５年度倉吉市北谷財産区特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の北谷財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５８千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

繰 越 金1 258.

繰 越 金1 258.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 258
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 1.

総 務 管 理 費1 1.

予 備 費2 257.

予 備 費1 257.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 258
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議案第２３号

　 　 平成２５年度倉吉市上北条財産区特別会計予算

　平成２５年度倉吉市の上北条財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１，６１８千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　平成２５年３月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

財 産 収 入1 181.

財 産 運 用 収 入1 181.

繰 越 金2 21,426.

繰 越 金1 21,426.

諸 収 入3 11.

預 金 利 子1 11.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 21,618
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 162.

総 務 管 理 費1 162.

諸 支 出 金2 990.

繰 出 金1 990.

予 備 費3 20,466.

予 備 費1 20,466.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 21,618
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